
社会福祉法人国立保育会 時間外勤務取扱要項 

 

（目的） 

第１条 本要項は、社会福祉法人国立保育会（以下「法人」とする）の職員の健全な就

労環境を保障するため、法人に在籍する職員（別表 1 の定めによる）の早出、

残業、休日勤務、深夜勤務等の時間外勤務（以下「時間外勤務」とする）に関

する事項を定めるものである。 

 

（時間外勤務の実施方針） 

第２条 法人は職員の時間外勤務について、次の場合を除き、させてはならない。 

①就業規則に定めのあるもの。 

②労使協定の範囲内で課長、室長、園長（以下「園長等」とする）が業務上必

要であると判断し命ずるもの。 

③労使協定の範囲内で職員が園長等に別紙１の申請書により申請し、園長等が

許可したもの。 

 

（時間外勤務時間の確認） 

第３条 法人は第２条で実施した職員の時間外勤務について、１か月間の状況を集計し

たもの（別紙２「就業週報・月報」）を職員に提示しなければならない。 

２  前項で提示した別紙２について、本人確認欄、園長承認欄に押印することを以っ

て、内容について相互に確認したものとする。 

 

（時間外勤務の削減義務） 

第４条 法人は第１条に掲げた通り、職員の健全な就労環境を保障するため、時間外勤

務の削減に努力しなければならない。 

 

（その他） 

第５条 本要項に定めのないことについては、理事会で協議し、決定することとする。 

 

付則 1 本要項は平成 28 年 1 月 1 日から実施する。 

附則 2 平成 30 年 4 月 1 日一部改正 

別表 1 

第１条関係 

・就業規則が適用される職員 

・契約職員就業規則が適用される職員 

・非常勤就業規則が適用される職員 

・嘱託職員就業規則が適用される職員 



別紙 1 

・就業関連申請書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2 

・就業週報・月報 

 


